
祝
日
の
燃
や
せ
る
ご
み
収
集

　
　
月
　
日（
振
替
休
日
）＝
収
集
し

12

24

ま
す
。

冗
市
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課

緯
　
・
2
4
2
8

32
深
夜
バ
ス
を
運
行

　
時
間
帯
＝
　
月
の
毎
週
金
・
土
曜

12

午
前
零
時
～
1
時
台
　
※
詳
し
い
時

間
帯
、
対
象
と
な
る
運
行
経
路
な
ど

は
停
留
所
に
掲
示
し
ま
す（
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
）。

冗
交
通
局
業
務
課

緯
　
・
5
1
1
1

25
年
末
年
始
の
地
域
安
全
運
動

　
期
間
＝
　
月
1
日
～
1
月
3
日
　

12

次
の
こ
と
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
▽
外

出
時
は
戸
締
り
を
確
認
し
、
近
所
に

声
を
掛
け
る
▽
わ
ず
か
な
時
間
の
駐

車
で
も
エ
ン
ジ
ン
キ
ー
を
抜
い
て
ド

ア
に
鍵
を
掛
け
る
▽
子
ど
も
の
外
出

時
に
は
行
き
先
を
確
認
す
る
▽
非
行

防
止
の
た
め
子
ど
も
に
帰
宅
時
間
を

守
ら
せ
、
家
庭
で
の
会
話
を
大
切
に

す
る
▽
暴
力
団
か
ら
被
害
を
受
け
た

ら
警
察
に
届
け
る
▽
犯
罪
や
事
故
を

見
た
り
聞
い
た
り
し
た
ら
、
迷
わ
ず

警
察
へ
通
報
す
る
　
※
詳
し
く
は
最

寄
り
の
警
察
署
へ
お
尋
ね
を
。

北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週
間

　
拉
致
問
題
な
ど
、
国
際
的
な
人
権

侵
害
問
題
へ
の
関
心
と
認
識
を
深
め

ま
し
ょ
う
　
期
間
＝
　
月
　
～
　
日

12

10

16

冗
県
国
際
課

緯
0
9
5
・
8
9
5
・
2
0
8
5

歳
末
消
防
特
別
警
戒

　
期
間
＝
　
月
　
～
　
日
　
内
容
＝

12

15

31

「
火
は
見
て
る
　
あ
な
た
が
離
れ
る

そ
の
時
を
」を
合
言
葉
に
、
市
長
巡
視
、

消
防
局
職
員
、
消
防
団
員
に
よ
る
夜

警
な
ど
防
火
活
動
を
展
開
し
ま
す
　

※
空
気
が
乾
燥
し
、
火
災
が
発
生
し

や
す
い
時
季
で
す
。
た
ば
こ
の
後
始

末
、
て
ん
ぷ
ら
鍋
や
暖
房
器
具
の
取

り
扱
い
、
火
遊
び
な
ど
に
ご
注
意
を
。

冗
消
防
局
警
防
課

緯
　
・
9
2
5
4

23
年
末
の
交
通
安
全
県
民
運
動

　
期
間
＝
　
月
　
～
　
日
　
ス
ロ
ー

12

16

25

ガ
ン
＝「
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
　
後
ろ
の

席
も
　
締
め
る
癖
」　
運
動
の
重
点

＝
飲
酒
運
転
の
根
絶
▽
子
ど
も
と
高

齢
者
の
交
通
事
故
防
止
▽
後
部
座
席

を
含
む
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
・
チ
ャ
イ
ル

ド
シ
ー
ト
の
正
し
い
着
用
の
徹
底
　

※
夕
暮
れ
時
に
お
け
る
早
め
点
灯
、

雨
天
・
曇
天
時
の
点
灯
に
も
ご
協
力

を
。

冗
市
役
所
交
通
安
全
対
策
課

誕
生
祝
金
、
記
念
品
の
申
請
を

　
誕
生
祝
金
（
二
万
円
）　
対
象
＝
本

市
に
住
民
登
録
ま
た
は
外
国
人
登
録

さ
れ
て
い
て
、
第
3
子
以
降
の
子
を

出
産
し
た
母
（
同
一
の
母
）　
申
請
期

間
＝
新
生
児
の
誕
生
か
ら
6
カ
月

▽
誕
生
記
念
品
　
対
象
＝
本
市
に
住

民
登
録
ま
た
は
外
国
人
登
録
さ
れ
て

い
る
人
の
新
生
児
　
申
請
期
間
＝
新

生
児
の
誕
生
か
ら
1
年

冗
市
役
所
戸
籍
住
民
課

休
日
・
夜
間
申
請
受
付
ボ
ッ
ク
ス
の

ご
利
用
を

　　
休
日
や
夜
間
で
も
住
民
票
の
写
し
、

戸
籍
謄
抄
本
の
交
付
申
請
が
で
き
る

受
付
ボ
ッ
ク
ス
を
、
市
役
所
前
、
各

支
所
、
島
瀬
町
警
察
官
連
絡
所
横
に

設
置
し
て
い
ま
す
。　
時
間
い
つ
で

24

も
申
請
で
き
ま
す
　
申
請
で
き
る
人

＝
申
請
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
記
載

さ
れ
て
い
る
人
　
※
出
生
届
、
婚
姻

16

市役所各課へは
代表番号緯24-1111
からおつなぎします。

括

届
、
死
亡
届
な
ど
の
休
日
・
夜
間
受
け

付
け
業
務
は
、
市
役
所
管
理
員
室
で

行
っ
て
い
ま
す
。

冗
市
役
所
戸
籍
住
民
課

国
民
年
金
保
険
料
の
年
内
納
付
を

　
　
月
　
日
ま
で
に
納
付
し
た
保
険

12

31

料
が
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
で
の

社
会
保
険
料
控
除（
非
課
税
）の
対
象

と
な
り
ま
す
。
　
月
に
送
付
さ
れ
た

11

「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」で
納
付
状
況
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

冗
佐
世
保
社
会
保
険
事
務
所

緯
　
・
1
1
4
8

34
新
生
活
門
松
カ
ー
ド
の
ご
利
用
を
　

　
正
月
に
ち
な
ん
だ
絵
や
文
字
が
印

刷
さ
れ
て
い
ま
す
。
玄
関
飾
り
な
ど

に
ど
う
ぞ
　
料
金
＝
2
枚
1
組
五
十

円
　
申
し
込
み
＝
　
月
　
日
ま
で
に

12

20

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
へ
お
電
話
を
　

冗
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

緯
　
・
2
5
9
2

22

特
別
慰
労
品
を
贈
呈
し
て
い
ま
す

　
恩
給
欠
格
者
、
戦
後
強
制
抑
留
者
、

外
地
等
か
ら
の
引
揚
者
の
皆
さ
ん
に

内
閣
総
理
大
臣
名
の「
特
別
慰
労
品
」

を
贈
呈
し
て
い
ま
す
　
請
求
期
限
＝

平
成
　
年
3
月
　
日（
請
求
書
は
市

21

31

役
所
地
域
振
興
課
に
あ
り
ま
す
）　

※
詳
し
く
は
お
尋
ね
を
。

冗
平
和
記
念
事
業
特
別
基
金

緯
0
1
2
0
・
2
3
4
・
9
3
3

へ
き
地
保
育
所
の
名
称
を
変
更

　
浅
子
へ
き
地
保
育
所
額
浅
子
保
育

所
▽
高
島
へ
き
地
保
育
所
額
高
島
保

育
所
▽
宇
久
ふ
た
ば
へ
き
地
保
育
所

額
宇
久
ふ
た
ば
保
育
所

冗
市
役
所
子
育
て
家
庭
課

医
療
費
の
節
減
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う

　
高
齢
化
や
医
療
技
術
の
高
度
化
、

生
活
習
慣
病
の
増
加
な
ど
に
よ
り
、

医
療
費
は
年
々
増
え
て
い
ま
す
。
一

人
一
人
が
健
康
に
留
意
し
、
重
複
受

診
を
や
め
、
薬
を
必
要
以
上
に
求
め

な
い
な
ど
、
医
療
費
の
節
減
を
心
掛

け
ま
し
ょ
う

冗
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

国
民
健
康
保
険
の
夜
間
、
日
曜
相
談

　【
夜
間
相
談
】　
月
　
、　
日
　
時

12

20

25

20

ま
で
　【
日
曜
相
談
】　
月
　
日
9
～

12

23

　
時
　
と
こ
ろ
＝
国
民
健
康
保
険
課

16相
談
内
容
＝
保
険
税
の
納
付
、
国
保

資
格
な
ど
　

冗
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

交
通
事
故
な
ど
に
遭
っ
た
ら

　
交
通
事
故
に
遭
っ
て
国
民
健
康
保

険
を
使
う
と
き
は
、
ま
ず
警
察
に
届

け
出
て
、
医
療
機
関
に
そ
の
旨
を
伝

え
て
く
だ
さ
い
。
国
民
健
康
保
険
課

に
も
届
け
出
が
必
要
で
す
。
飼
い
犬

に
か
ま
れ
た
と
き
や
傷
害
な
ど
の
場

合
も
同
課
で
手
続
き
を
。

冗
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

　
月
は
固
定
資
産
税
第
4
期
分
、
国

12民
健
康
保
険
税
第
7
期
分
の
納
付
月

　
納
め
忘
れ
が
な
く
、
便
利
な
口
座

振
替
や
納
税
組
合
の
ご
利
用
を
。

冗
市
役
所
納
税
課

17

PU
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さ
ま
ざ
ま
な
人
権
　
人
権
週
間
と
は
？
　
国
際
連
合
は
、
1
9
4
8
年
　
月
　
日
に
世

12

10

界
人
権
宣
言
を
採
択
し
、
1
9
5
0
年
に
は
　
月
　
日
を
「
人
権
デ
ー
」
と
定
め
ま
し
た
。

12

10

日
本
で
は
、
人
権
デ
ー
ま
で
の
一
週
間
（
4
～
　
日
）
を
人
権
週
間
と
定
め
、
人
権
尊
重
思

10

想
の
啓
発
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
啓
発
標
語
「
育
て
よ
う
　
一
人
一
人
の
　
人
権
意

識
」
～
思
い
や
り
の
心
・
か
け
が
え
の
な
い
命
を
大
切
に
～
　
　
  冗
市
役
所
人
権
啓
発
課

人権
シリーズ

使用期間の長い家電製品は点検を
勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝

　使用期間の長い家電製品の使用による火災
事故などが発生しています。使う前に必ず点
検を行ってください。少しでも異常を発見し
たら使用を中止し、販売店・メーカーに連絡し
てください。

【テレビ】
・電源スイッチを入れても映像や音声が出な
　い。または電源スイッチを切っても映像や
　音声が消えない
・変な臭いがしたり、煙が出たりする
・誤って水をかけたり、または内部にごみな
　どの異物を入れたりしたことがある　など

【エアコン】
・電源コードの一部やプラグが触ることがで
　きないほど熱くなっている
・室外ユニットの架台やつり下げの取り付け
　部品が腐食したり、緩んだりしている
・焦げ臭いにおいがする　など

【洗濯機】
・アース線が外れている。または取り付けら
　れていない
・焦げ臭いにおいがする
・運転中に脱水槽のフタを開けても止まりに
　くくなっている　など　

冗消費生活センター　緯22-2592
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